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応急修理制度の概要

１．災害時における住宅対策の流れ

２．被災した住宅の応急修理制度

３．被災した住宅の応急修理フロー
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災害時における住宅対策の流れ①

被 災

建物被害
宅地被害

災害
発生

避 難

避難所等
への避難

応 急 対 策
◼ 応急危険度判定の実施

※地震時のみ

◼ 公営住宅・公的住宅等

(一時提供住宅）

への入居

◼ 応急仮設住宅の建設

◼ 罹災証明書の発行

◼ 被災した住宅の応急修理

等

災害復旧・復興

災害公営住宅の建設
住宅再建
災害復興住宅融資 等

災 害 救 助 法
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市町村が交付する罹災証明書は、
各種被災者支援策の適用の判断材料として、幅広く活用される。

〈給付〉被災者生活再建支援金、義援金等
〈融資〉住宅金融支援機構融資、災害援護資金
〈減免・猶予〉税、保険料、公共料金等
〈現物支給〉災害救助法に基づく応急仮設住宅、住宅の応急修理

災害時における住宅対策の流れ②

◆住家の被害認定【罹災証明】

引用元:内閣府資料から抜粋
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災害時における住宅対策の流れ③

◆被災から恒久的な住宅確保までの流れ
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応急仮設住宅

全 壊
一部
損壊

住 宅 の 応 急 修 理

被災者生活再建支援金

災害公営住宅 民間賃貸住宅 新築・中古住宅 従前の自宅

災害復興住宅融資（建設・購入・補修）

一時提供住宅

50％ 40％ 20％ 10％100％

準半壊

０％

損害割合10％以上の
一部損壊も適用
2019.10～

状況により
交付金（特例）

30％

大規模半壊 中規模半壊 半壊
2020.7～

※ 大規模半壊であっても修理することで居住することが可能となる場合は、個別に対象とすることが可能。



被災した住宅の応急修理制度①

◆目的

災害救助法が適用された地域（市町村）において、

日常生活に必要最小限度の部分を応急的に修理することで、

元の住家に引き続き住むこと

恒久居住段階応急居住段階

被災 避難所等

応急仮設住宅

被災した住宅
の応急修理※

住宅の修繕
・解体・新築

自宅で
居住

自宅で
継続居住

公的住宅（災害公営等）

民間住宅（賃貸等）
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※応急修理中に応急仮設
住宅に一時入居可能
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被災した住宅の応急修理制度②

◆災害救助法の基本原則

• 平等の原則

• 必要即応の原則

• 現物給付の原則

• 現在地救助の原則

• 職権救助の原則

暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、
高潮、地震、津波、噴火、地滑り
その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは
爆発等

◆災害（災害対策基本法第2条）



被災した住宅の応急修理制度③

◆災害救助法の適用基準
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⚫ 一定数以上の住家の被害があった場合
（第１～３号）

例）名古屋市内で150世帯が滅失した場合
⚫ 多数の者の生命又は身体に危害があった場合

又は恐れがある場合 （第４号）
例）大規模地震が発生した場合

○災害が発生した段階の適用（令第1条第１項）

○災害が発生するおそれがある段階での適用
（法第２条第２項）

⚫ 災害が発生するおそれがある段階で、国が災害
対策本部を設置し、その所管区域となり、被害
を受けるおそれのある場合



被災した住宅の応急修理制度④

◆県内の災害救助法の適用事例（平成以降）
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発生年 平成3年 平成12年 平成20年

災害種類
台風18号の影響による

集中豪雨
東海豪雨 平成20年8月末豪雨

発生地

名古屋市、春日井市
計 2市

名古屋市、一宮市、半田市、
春日井市、刈谷市、東海市、
大府市、岩倉市、豊明市、西
枇杷島市町、豊山町、師勝町、
西春町、清須町、新川町、甚
目寺町、大治町、阿久比町、
東浦町、美浜町、稲武町
計 21市町

名古屋市、岡崎市
計 2市

死者 2人 7人 2人

負傷者 1人 107人 5人

全壊 2世帯 23世帯 5世帯

半壊 0世帯 189世帯 3世帯

一部損壊 9世帯 171世帯 29世帯

床上浸水 3,897世帯 24,609世帯 2,700世帯

床下浸水 12,488世帯 41,226世帯 14,399世帯
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被災した住宅の応急修理制度⑤

◆対象者

① 罹災証明書の判定結果が
大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊

② 応急修理により避難所等への避難が不要となる
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◆資力要件
自らの資力では、応急修理を応急修理をすることが
できない者

以下、全ての要件を満たす者（世帯）

※応急修理完了までの間、一時的な住まいとしての
応急仮設住宅への入居が可能

※応急修理の期間が１ヶ月を超えると見込まれる者が対象
（2020年７月～）

◆実施者
・局所災害：市町村長(県から委任を受けて実施）
・広域災害：県知事(事務全般は市町村に委任）



被災した住宅の応急修理制度⑥

◆修理範囲
屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道管の配
管・配線、トイレ等の衛生設備等の日常生活に必要欠く
ことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うこ
とが適当な箇所
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◆基本的な考え方

①災害による被害と直接関係ある修理のみが対象

②内装に関するものは原則として対象外。

③修理方法は、柱の応急修理が不可能な場合に

壁を新設するなど代替措置でも可とする。

④家電製品は対象外



被災した住宅の応急修理制度⑦

◆住宅の応急修理にかかる工事例

① 壊れた屋根の補修（屋根葺き材の変更も可能）

② 壊れた窓等の開口部の補修(ガラス、鍵の交換も対象）

③ 壊れた給排気設備の取替

④ 上下水道配管の水漏れ部分の補修
（配管埋め込み部分の壁等のタイルの補修を含む。）

⑤ 電気、ガス、電話等の配管の配線の補修
（スイッチ、コンセント、ブラケット、ガス栓、ジャックを含む）

⑥ 壊れた便器、浴槽等の衛生設備の取替
便器はロータンクを含む。
設備の取替と併せて行わざる得ない最小限の床、壁の補修は含む。
温水洗浄便座は対象となる（被災前から備わっている場合）
（2022年5月～）



被災した住宅の応急修理制度⑧

• 半壊等 ７０万６千円以内/世帯

• 準半壊 ３４万３千円以内/世帯
＜応急修理のために支出できる費用＞
■ 原材料費、労務費、輸送費、修理事務費 等

◆修理費用（限度額）(2023年4月～）
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※応急修理制度対象外工事について、被災者の自己負担に
より応急修理制度対象工事と合わせて行うことも可能。
対象外工事分の支払いについては、被災者が応急修理工
事施工者へ直接行う。

◆期間(2021年5月～）

原則として、災害発生の日から3ヶ月以内に工事完了
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被災した住宅の応急修理制度⑨

◆応急修理の迅速な実施

・被災自治体の応急修理に係る体制確保及び事務の円滑化の推進

・被災者の再建意向・ニーズ・課題等の把握及び

修理事業者の確保・紹介・相談対応等の取組

・応急修理制度の被災者への周知の徹底 引用元:内閣府資料から抜粋

発生年月 災害名 被災県
発災から要した期間別の割合

1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 1年半

H30.6 大阪北部地震 大阪府 0% 7% 35% 75% 75%

H30.7 ７月豪雨

岡山県 0% 21% 63% 88% 91%

広島県 0% 14% 55% 89% 96%

愛媛県 0% 27% 58% 95% 98%

H30.9 胆振東部地震 北海道 0% 34% 42% 85% 95%

平均 0% 23% 57% 90% 94%



15

被災した住宅の応急修理フロー①

市町村 県 協定締結団体応急修理業者被災者

応急修理実施可能
業者の照会

応急修理が
実施可能か確認

応急修理が
実施可能か回答

応急修理実施
可能業者を回答

応急修理業者の
名簿を送付

応急修理
の対応準備

応急修理の受付
窓口設置

応急修理業者
の指定

◆災害発生（災害救助法適用）から７日目

災害発生



16

被災した住宅の応急修理フロー②

引用元：令和４年８月４日の大雨による石川県小松市Webページ

◆応急修理の窓口（市Webページ）
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被災した住宅の応急修理フロー③

◆応急修理実施にあたり必要な書類

様式等 名称
作成者

申請者 修理業者 市町村

様式第１号 災害救助法の住宅の応急修理申込書 ●

－ 住宅の被害状況に関する申出書 ●

様式第２号 資力に関する申出書 ●

－ 罹災証明書 ●

様式第３号 修理見積書 ●

－ 施工前の被害状況がわかる写真 ● ●

様式第４号 応急修理依頼書 ●

様式第５号 応急修理実施連絡書 ●

様式第６号 請書 ●

様式第７号 工事完了報告書 ●

－ 工事写真(施工前・施工中・施工後) ●

様式第８号 請求書 ●

※ 災害時は、応急修理を行う市町村等の扱いをご確認ください。
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被災した住宅の応急修理フロー④

市町村 県 協定締結団体応急修理業者被災者

応急修理の
受付窓口設置・周知

応急修理の
相談

応急修理業者の
提示

応急修理業者の
選定・見積依頼

現地確認
見積作成

見積内容確認

修理依頼書の
交付

修理業者
応援依頼

応援修理業者
照会

追加修理業者
の回答

応援修理業者
名簿の送付

業者が不足

◆７日目から修理依頼まで

災 害 発 生

申込書
見積提出



19

被災した住宅の応急修理フロー⑤

◆修理見積様式の選択性への変更

従来様式 追加様式 変更箇所
様式

書類名

従
来

追
加

表紙 ○ ○

対象工事
内訳
の記載

必
要

不
要

内訳書 ○ ○

対象工事
内訳
の記載

必
要

必
要
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被災した住宅の応急修理フロー⑥

市町村 県 協定締結団体応急修理業者被災者

依頼書受領

修理依頼書の
交付

応急修理
工事実施

工事完了報告・写
真、請求書提出

応急修理完了確
認/工事費支払い

工事費受領

応 急 修 理 業 務 完 了

◆修理依頼から１ヶ月（状況に応じて延長あり）

請書の受領
（契約）

修理実施連絡書
の送付

対象以外の自己
負担分について
被災者と契約

対象以外の自己
負担分について
業者と契約

（例）
合計100万の工事
・応急修理の請書：70万6千円
・被災者との契約：29万4千円

自己負担分の
工事費支払い
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被災した住宅の応急修理フロー⑦

応急修理の活用には修理前・
修理中・修理後の写真が必要

修理箇所を施工段階から完了まで撮影
例）設備交換：故障した設備の取り外し
→故障箇所確認→製品の交換
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被災した住宅の応急修理フロー⑧

平成30年西日本豪雨（倉敷市）
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被災した住宅の応急修理フロー⑨

市町村 県 協定締結団体応急修理業者

名簿情報提供

名簿作成照会

◆平 時（毎 年）

応急修理業者名簿
の作成・更新依頼

名簿作成・提出

名簿受領・送付名簿受領

名簿整理・保管

毎 年



愛知県で大規模な災害が発生した際の被
災住宅の応急修理業務にご協力いただき
ますようお願い申し上げます。
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